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平成２７年度	 	 事	 業	 計	 画	 書	 
	 

	 	 平成２７年	 ７月	 １日	 から	 平成２８年	 ６月３０日	 まで	 
	 
	 
	 
	 	 
	 
	 特定非営利活動法人	 東京コミュニティスクール	 	 

	 

	 １	 事業実施の方針	 

	 スクールに関しては、引き続き「探究する学び」の充実を図るとともに、人数が増えても変わらずに一

人ひとりの違いを大切にしたアプローチを継続する。そのためにも教育スタッフの拡充ならびに育成が課

題である。また原体験のレベルアップ、社会的創造性を育むためのカリキュラムの改訂にも取り組む。	 

	 教育人材育成事業として昨年度から開始した教育インターンシップは、学生の学びにとっても、子ども

にとっても意味があることが見えてきたので、今年度も継続してより多くのインターンシップを受け入れ

ることで、本校の教育の考え方を学んだ人材を輩出していきたい。さらに「探究」の資格制度を開発し、

より多くの人にわかりやすく「探究」の魅力を伝える基盤とする。	 

	 平成２８年４月に開校を予定している「プレ初等部」は、「創造性」と「言語」という二つの観点から、

現在の初等部の学びを将来大きくレベルアップしていくための施策であり、まずは開校に向けて入学者を

一定数確保するために、広報活動ならびに説明会・体験イベントを積極的に実施していく。	 

	 今後も「場」としての魅力を最大限に活かし、コミュニティ全体のエネルギーを高めていきたい。	 

	 

	 ２	 事業の実施に関する事項	 

	 

事業名	 事	 業	 内	 容	 実	 施	 
日	 時	 

実	 施	 
場	 所	 

従事者	 
の人数	 

受益対象者	 
の範囲及び	 
人 数	 

事業費の	 

金額	 

（千円）	 

	 
	 
	 

	 子どもを対象と

し た ス ク ー ル

運営事業 

幼児・小学生を対象としたコミュ

ニティスクールでの教育活動 
年間 法人事務所 １５人 

ｽｸｰﾙ児童・卒

業生・保護者 

約140名 

28,875 

教 育 プ ロ グ ラ

ムの研究開発

事業 

探究をベースとした教育メソッド

の研究開発とプラットフォームの

構築 

年間 法人事務所 １０人 

児童・保護者 

教育関係者 

不特定多数 

1,200 

教育人材育成

事業 

教員及び教員志望者向けの研

修会開催 
毎週火曜日 法人事務所 ２人 

教員４名＋一

般参加者数名 
0 

教育人材育成

事業 
インターンシップの受入 年間 法人事務所 ８人 

10名（対象は

学生全般） 
0 

大人を対象と

した学びの機

会提供事業 

子どもを持つ親を主対象とした

研修会の開催 
年12回程度 

法人事務所 

他 
９人 

ｽｸｰﾙ児童の

保護者など 

のべ約750名 

0 

	 
	 

普及啓発事業 ワークショップ、講演会の開催 年3回程度 法人事務所 １２人 

教育に関心の

ある者 

約100名 

313 

	 

普及啓発事業 
ホームページ、SNSによる活動

内容の紹介 
随時 法人事務所 １１人 

一般市民 

不特定多数 
75 

	 	 	 


